
議案第５号  

 

 

   西脇市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

 西脇市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

 

  令和６年２月 26日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 介護保険法の改正に伴い、所要の改正を行う必要があるため。  

 

 

 



 
 

 
西

脇
市

手
数

料
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

   
西

脇
市

手
数

料
条

例
（

平
成

1
7
年

西
脇

市
条

例
第

9
2
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

、
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

 別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

手
数
料
を
徴
収
す
る
事
務
 

金
額
 

（
略
）
 

介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
 1
23
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
 

 
（
略
）
 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
の
更
新
の
申
請
に
対
す

る
審
査
 

１
件
に
つ
き

10
,0
00
円

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

１
件
に
つ
き

14
,0
00
円

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
の
更
新
の
申
請
に
対
す

る
審
査
 

１
件
に
つ
き

7,
00
0円

（
略
）
 

 

別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

手
数
料
を
徴
収
す
る
事
務
 

金
額
 

（
略
）
 

介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第

12
3号

）
の
規
定
に
基
づ
く
事
務

（
略
）
 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
の
更
新
の
申
請
に
対
す

る
審
査
 

１
件
に
つ
き
 
10
,0
00
円
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 附

 
則

 

こ
の

条
例

は
、

令
和

６
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 


